
第１０３回安来市議会定例会 

（令和６年・令和７年） 

３月定例会議議案 

 

（予算関係）説明資料 

 
 

番号 議案名 ページ 

議第５６号 令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号）  

（１）障がい者総合支援事業 1 

（２）出産応援デジタルギフト贈呈事業 2 

（３）公的病院等支援事業 3 

（４）企業会計負担金（病院事業） 4 

（５）県営農業農村整備事業 5・6 

（６）農村整備事業（計画策定等事業） 7 

（７）基金積立金 8・9 

 

  



 



議第５６号 

   令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号） 説明資料  

健康福祉部福祉課 

 

 ○障がい者総合支援事業（３款 民生費 １項 社会福祉費） 

 

１．事業概要 

障がいのある人や児童が、自立して暮らしたり働けるようになるための支 

援や訓練、児童の療育を提供する障がい者（児）サービスの利用の増加に伴

い、サービス給付費について予算に不足が見込まれるため増額するもの。 

 

２．事業費及び財源内訳 

   （１）事業費         ２０，６６０千円（扶助費） 

   （２）財源内訳 国庫支出金  １０，３３０千円 

           県支出金    ５，１６５千円 

           一般財源    ５，１６５千円 

      ※国、県：障害者総合支援事業補助金、障がい児施設措置費負担金 

 

  ３．事業内容 

   ・自立支援給付費（障がい福祉サービス）  ９，６８０千円 

     令和６年度報酬改定の影響とサービス利用量増によりサービス全般の給 

付費が増加しており、特に居宅介護や重度訪問介護等の訪問系サービス、 

就労継続支援等の就労系のサービスの利用量とグループホームの利用者が 

増加しているため、増額するもの。 

   ・障がい児通所等給付費         １０，９８０千円 

   特に放課後等デイサービス等の利用が見込以上に増加しているため、増 

額するもの。 
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議第５６号 

   令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号） 説明資料  

健康福祉部子ども未来課 

 

 ○出産応援デジタルギフト贈呈事業（４款 衛生費 １項 保健衛生費） 

 

１．事業概要 

   令和６年７月、株式会社ＮＴＴドコモ中国支社を通じて、市内ドコモショッ

プを運営している株式会社テレプラザより、企業版ふるさと納税を通じて地域

貢献がしたい旨の申し出があった。子育て世帯で、特に出産を控えた妊婦の方

へ携帯電話事業を通じて還元をしたいとの意向を踏まえ、令和７年４月より市

内２５０店舗以上で使用できる dポイントを付したデジタルギフトを妊婦に贈

呈し、妊娠期の経済的負担軽減を図るもの。 

   

２．事業費及び財源内訳 

  （１）事業費      ２，０００千円（カード製作委託料） 

  （２）財源内訳 繰入金 ２，０００千円（ドジョウ掬いのまちやすぎ応援基金） 

          

  ３．事業内容 

   妊娠届出等をした妊婦の方に、d ポイント（10,000 円分）を読み込むことが

できるＱＲコードを印刷したデジタルギフトを直接贈呈する。 

    

４．対象者 

（１）原則、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までに妊娠届出をし

た妊婦 

   （２）他の自治体から転入し、妊婦健診受診券交換手続きをした者で、前住

所地において令和７年４月１日以降に妊娠届出をした妊婦 

 

５．贈呈方法 

   （１）妊娠届出時等にチラシを渡して事業を説明する。 

   （２）受領書と引き換えにデジタルギフトを手交する。 

   （３）受け取りに際しての手順フローや問い合わせ先を記載した説明用紙を

同封し、スマートフォンでＱＲコードを読み込んでいただく。 
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議第５６号 

   令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号） 説明資料  

健康福祉部いきいき健康課 

 

 ○公的病院等支援事業（４款 衛生費 １項 保健衛生費） 

 

１．事業概要 

地域の救急医療の充実を図るため、市内の救急医療を実施する救急告示を

受けた社会医療法人に対し、当該救急医療に要する経費について、支援する

もの。 

 

２．事業費及び財源内訳 

（１）事業費       ２０，０００千円 

（２）財源内訳 一般財源 ２０，０００千円 

 

  ３．補助基準 

 

基準額 

 ＝１，６９７千円×救急病床数＋３２，９００千円 

※総務省：令和６年度公的病院に対する特別交付税措置基準（上限） 

公的病院の基準額 

＝１，６９７千円×１０床＋３２，９００千円 

＝４９，８７０千円（上限） 

 

※上記基準額の８０％が特別交付税（上限）として措置される。 
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議第５６号 

   令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号） 説明資料  

健康福祉部病院改革推進室 

 

 ○企業会計負担金（病院事業）（４款 衛生費 １項 保健衛生費） 

 

１．事業概要 

一般会計から繰り出す負担金について、繰出基準に基づき必要となる経費

に対し増額するもの。 

 

２．事業費及び財源内訳 

（１）事業費       ５４，８５８千円 （負担金） 

（２）財源内訳 一般財源 ５４，８５８千円 

 

  ３．負担金の主な増減 

 

（単位：千円）

負担金の区分 補正前
予算額

3月
補正額

補正後
予算額

救急医療の確保に要する経費 210,098 △ 5,216 204,882

医師確保対策に要する経費 46,059 37,988 84,047

リハビリテーション医療に要する経費 55,082 6,685 61,767

高度医療 40,673 5,868 46,541

へき地医療 21,266 △ 3,833 17,433

物価高騰に係る経費 0 23,673 23,673

その他の負担金 284,652 △ 10,307 274,345

合　　計 657,830 54,858 712,688
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議第５６号 

   令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号） 説明資料 

農林水産部農林整備課 

 

○県営農業農村整備事業（６款 農林水産業費 １項 農業費） 

 

１．事業概要 

農地整備事業において総合的なＴＰＰ等関連政策大綱に基づく施策として、

農地の大区画化や排水対策、水管理の省力化等のための整備を進めるととも

に担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化等を図る。また、農道 

   整備事業においては総合的な防災・減災対策として農村防災施設整備事業に 

   より整備を行う。 

県営農業農村整備事業の国の補正予算に伴い、各地区整備事業に係る負担

金の増額を行うもの。 

 

２．事業費及び財源内訳 

（１）事業費 ９７，８３５千円  

        国の当初予算内示等による減 △１０，６５５千円 

        国の補正予算による増    １０８，４９０千円 

  （２）財源内訳 分担金   △５，２０５千円(土地改良分担金) 

市債   １０４，０００千円(過疎債、公共事業等債) 

一般財源    △９６０千円 

 

３．事業内容 

〔国補正予算概要〕 

  （１）吉田地区農地整備事業              ６，０００千円 

舗装工 一式 

  （２）宇賀荘第三地区農地整備事業          ２２，０００千円 

      区画整理工 3.1ha、幹線排水路工 80ｍ、舗装工 一式 

  （３）飯梨地区農地整備事業             ６０，０００千円 

      区画整理工 16.1ha、幹線排水路工 800ｍ 

（４）安来地区中山間地域農業農村総合整備事業       ６００千円 

      用排水路工 210ｍ 
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（５）下山佐地区農地中間管理機構関連農地整備事業   １，０００千円 

    換地業務 一式 

  （６）大郷地区農村防災施設整備事業          ８，４４０千円 

      橋梁仮設工 100ｍ 

  （７）山辺大堤防災重点農業用ため池緊急整備事業   １０，４５０千円 

      工事用道路工 410ｍ、建物事前調査 一式 
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議第５６号 

   令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号） 説明資料 

農林水産部農林整備課 

 

○農村整備事業（計画策定等事業）（６款 農林水産業費 １項 農業費） 

 

１．事業概要 

既存の農道施設（農道台帳に記載された橋長 15ｍ以上の橋梁及びトンネ

ル）における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めた個別施設計画を

策定し、機能低下等の的確な状況把握により、維持管理の適正化・施設の長

寿命化を図る。 

農村整備事業の国の補正予算に伴い、定期点検に係る調査委託料を増額す

るもの。 

なお、国補正予算成立後に補助金交付決定となり、年度内の業務完了が困

難なため、繰越明許の設定を行うもの。 

 

２．事業費及び財源内訳 

（１）事業費 ８，２００千円（委託料） 

  （２）財源内訳 県支出金  ８，０００千円（土地改良事業関係補助金） 

一般財源    ２００千円 

 

３．事業内容 

  （１）対象地区 

利弘地区（赤崎農道）、安能地区（安能農道） 

  （２）対象施設 

      瀬崎橋 Ｌ＝42.8ｍ、安能トンネル Ｌ＝1,270ｍ 

  （３）調査内容 

      点検車による近接目視、ひび割れ確認、打音検査等 
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議第５６号 

令和６年度安来市一般会計補正予算（第１０号） 説明資料 

総務部財政課 

 

○基金積立金（１３款 諸支出金 １項 普通財産取得費） 

 

１．事業概要 

年度間の財源調整や災害など不測の事態に備え、財政調整基金の積み増しを行う

もの。 

また、令和７年度及び８年度に償還する臨時財政対策債の償還元金の財源として、

令和６年１２月に追加交付された普通交付税分を減債基金に新規積立を行うもの。 

現在１３の基金を保有している特定目的基金については、設置から年月が経過し

ており、設置当時と現在とでは基金の目的と行政課題に隔たりがあるものがあるた

め、基金の目的に沿って統合が可能な基金の見直しを行うもの。 

 

 

２．事業費及び財源内訳 

    

（１）事業費  補正予算額        １，８３８，１９３千円 

          財政調整基金新規積立額     ３００，０００千円 

          減債基金新規積立金        ７６，８８８千円 

          基金統廃合新規積立金    １，４５７，０６９千円 

（地域振興基金        ７８６，６２２千円） 

（市有財産整備基金      ６７０，４４７千円） 

          その他運用益積立額         ４，２３６千円 

 

 

（２）財源内訳  財産収入            ４，２３６千円 

         繰入金         １，４５７，０６９千円 

一般財源          ３７６，８８８千円   
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３．基金の状況（令和６年度見込み） 
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